
浄化槽設置届出提出時に必要な書類 

呉市環境試験センター 

 

建築確認が不要な場合，環境試験センターへ３部提出が必要です（原本と残り２部は写しを添付） 

 

☑ 必要な書類 備考 

 浄化槽設置届出書 押印不要  

 建築物各階の平面図  

 配水管の配管図及び勾配図  

 建築物及び浄化槽の配置図  

 (一財)日本建築センターの型式適合認定書 

※認定を受けていない場合は構造がわかるもの 

別添 仕様書・図面も添付(建築基準法 68 条の 10 第１項) 

（認定を受けている場合のみ） 

 国土交通大臣の認定書(建築基準法 68 条の 25 第１項) 別添 構造方法等の内容も添付 

 国土交通省地方整備局長の認定書(浄化槽法 13 条第 1 項) 認定日が５年以内のもの（認定を受けている場合のみ） 

 浄化槽設計書 国土交通省地方整備局長の認定がない場合のみ 

（工場生産の型式認定を受けていないもの） 

 環境保全についての誓約書 押印不要 

 付近見取図  

 浄化槽法定検査依頼書 浄化槽法７条検査 

建て売りではない場合 

 浄化槽法定検査受検契約書 浄化槽法１１条検査 

お客様控えを除いた複写のもの 

 維持管理契約書の写し 保守点検及び清掃委託の契約書 

 浄化槽使用開始報告書 押印不要 

建て売りの場合 

 建て売り住宅等売買契約に係る引き継ぎ契約書 建て売り物件の購入者へ浄化槽に関しての引

き継ぎをする必要があります（管理者変更等） 

 

●浄化槽処理人員算定基準のただし書きを適用する場合 

以下の条件を全て満たせば， 7人槽を５人槽に低減することができます。 

(1) 既存住宅（台所・浴室が２以上の住宅は不可） 

(2) 増築の場合は，延面積の増加が１０㎡未満 

(3) 実居住人員及び予定住人員が５人以下の世帯    ※３人以下の場合,(４)は不要 

(4) 予測水道使用量が 1,000L/戸・日以下を確認可能（井戸水等使用も同様） 

  

☑ 必要な書類 備考 

 住宅のし尿浄化槽処理対象人員算定基準のただし書適用願い  

 誓約書  

 最近１年間の水道使用量を明らかにする資料 呉市上下水道局発行「水道使用水量等のお知

らせ」「納入通知書」 

 最近１年間の井戸水等使用量を明らかにする資料 井戸水等を使用の場合に限る 



 


